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　福井県での職業性膀胱がんの多発事案を受け、昨年は

三国町社会福祉センターにて集会を開催いたしました

が、本年は場所的にも参加しやすいところが良かろうと

福井県教育センターを選定しました（JR 福井駅からも

近く交通等利便です）。また、日程に関しても一泊だと

参加者が制限されてしまうので、日曜日の 1日（これは

これでハードスケジュールなのですが）としました。午

前に基調報告を行い、午後は記念講演と分散会を行う予

定です。

　記念講演は、昭和大学医学部公衆衛生学山野優子教授

による「産業化学物質の発がん性分類について」をお願

いしています。今回問題になったオルトトルイジンの発

がん性分類についてのお話もしていただけると思いま

す。

第 5 回職業がんをなくそう集会 in 福井 は
　　　　10 月 15 日 （日） 午前 10 時～午後 4 時
　　　　福井県教育センターにて開催

東京集会で訴えた膀胱がん罹患者の労災申請に
不支給決定がされる

　海外出張時に染色した布の検査業務を行い、その後膀

胱がんを発症し労災申請をしている方の訴えが本年 2月

の東京集会でありました。その後、当時の職場の様子を

詳細に記述しできる限り職業ばく露が理解できるような

資料を追加で提出しましたが、8 月初めに不支給決定が

されました。

　本人が不支給に至った経過を東京労働局に聞き取りに

いった中で分かったことは、化学物質のばく露による膀

胱がん発症の立証が必要としたうえで、①本人が提出し

た CI 酸性（染料の名称）はアゾ染料芳香族アミンを含

有しているものと認識している（ジメトキシベンジジン

やジメチルベンジジンなど）②実際の染色作業に毎日従

事していたわけではない（直接染料に接触していない）

③裏付ける客観的な資料がない（会社からの資料がない）

などでした。

　本来労災であるか否かは相当程度の因果関係が認めら

れれば良いとされ、石橋裁判においても厚労省要請行動

の場で何度も国側が言ってきたことです。ところが、実

染色した布の臭気を確認している様子

（本人提出した資料より許可を得て掲載）

際の判断においては、この事例のように「立証が必要」

と言うのです。厚労省に追及しても「個別案件にはお応

えできません」とあくまで原則論に終始してきました。

　また、膀胱がんの発症には潜伏期間があり、当時の職

場環境を正確に知ることは国内ですら難しいのが現状で

す。ましてや国外において当時の作業の様子がわかる資

料を本人が提出している中で「ばく露を裏付ける客観的

な資料」がないというのは被災者の切り捨てであり、非

現実的な判断基準だと言わざるを得ません。そもそもま

だまだ若い労働者が海外で染色工場の試験に従事し膀胱

がんを発症したというのであれば、まず労災ではないか

という疑いをもって調査するのが当然です。

　今後審査請求の手続きに入りますが、国は海外まで調

査にいくのは不可能だと言っています。それならば本人

が提出した資料（会社が資料を提出していない）を元に

労災ではないかという疑いをもって慎重に検討を進めて

いくよう要請をしていきたいと思います。

職業性膀胱がん発症事案

国は疑わしきは救済の立場を！



- 2 -

職業がんをなくそう通信　発行 No.2　発行日 2017 年 9 月 1 日

職
シ ョ ク ギ ョ ウ ガ ン ヲ ナ ク ス カ ン ジ ャ ト カ ゾ ク ノ カ イ

業がんをなくす患者と家族の会
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　以前の口座番号は 2017 年 10 月末まで有効です。

口座番号が変わりました

2017 年度予算 2016 実績 2017 予算

収

入

前期繰越金 - 255,542

会費 団体 142,000 160,000

個人 154,000 200,000

カンパ 431,794 300,000

雑収入 109 100

集会参加費 小計 413,000 500,000

大阪 53,000 50,000

福井 311,000 300,000

東京 49,000 50,000

100,000

合計 1,140,903 1,415,642

支

　

出

集会費 小計 594,439 600,000

大阪 37,260 50,000

福井 357,550 300,000

東京 199,629 100,000

150,000

事務費 62,864 60,000

通信費 9,554 50,000

交通費 184,918 200,000

出張費 33,586 40,000

予備費 0 465,642

小計 885,361 1,415,642

次期繰越金 255,542

合計 1,140,903 1,415,642

職業がんをなくそう通信発行 No.1,p2, 右段上から 8

行目の「経費ばく露」は「経皮ばく露」の誤りです。

同じく No.1,p4,2017 年度予算の表に誤りがあり、下

表に訂正いたします。誤りは、前期繰越金を計上して

いなかったため、それに伴い収入合計が増額となり支

出予備費および支出合計が増額となりました。

お詫びして訂正いたします

働くもののいのちと健康を守る石川センター
　第 9 回総会終了後、
「仕事と職業がんをめぐる関係」 を講演

　8月30日働くもののいのちと健康を守る石川センター

第 9 回総会が石川民医連会館で 18 時より開催され、総

会終了後、「仕事と職業がんをめぐる関係」というテー

マで講演をしてきました。

　総会のあいさつで莇先生（城北診療所所長）から職業

がんは全がんの 5％程度はあり、昨年のがん死亡数 37

万人においてはおそよ 2万人弱にのぼると触れられ、そ

の数がかなり多いにもかかわらず私たちの認識がまだま

だ遅れていることを指摘されました。

　職業がんについては、ヒトに対する疫学と動物実験

による証明が 2 本柱になっており、それは 1775 年イギ

リスの Pott 外科医が煙突掃除夫に陰嚢がんが多く原因

は煤であろうと推論したこと、1895 年ドイツの Rehn 外

科医が合成染料製造作業者に膀胱がんが多く原因はア

ニリンであろうと推論したことなどに始まり、動物実験

については 1915 年山極勝三郎先生がウサギの耳にコー

ルタールを反復塗布して皮膚がんを発生させたことに続

き、現在でも発がん性の証明は疫学と動物実験が両輪の

輪となっています。さらに発がん機構も加わりこれらの

総合的な判断により発がん性の分類がされています。

　職場の発がん要因としては、アスベスト・芳香族アミ

ン・ベンゼン・ホルマリン・1,2- ジクロロプロパン・

ジクロロメタン等の化学物質のほか喫煙・受動喫煙・夜

勤交替勤務なども発がん要因であるとされています。

　正しい化学物質の管理には、作業環境管理、作業管理、

健康管理があり発生源対策や安全衛生管理体制の確立、

作業手順の明文化、作業の記録などが大事な項目になり

ます。化学物質管理の法的な対応は SDS 交付義務対象が

640 物質に及びリスクアセスメントの対象がそれと同等

まで拡大されてきていますが、市場に出回っている化学

物質は 6～ 7万種ともいわれており、殆どが毒性がわか

らないまま使用されているのが現状です。従って発生源

対策などばく露防止をしっかり行うことが肝要です。

　また、ある化学会社で実施した退職者を含む発がん調

査や実際の化学物質取り扱い記録を紹介しました。

　後半は参加者の職場にある化学物質について伺ってい

きました。病院・建設・公務・学校等の職場と化学物質

との関係を話しました。

　講演後の質疑では、身内の方が胆管がんになり後で聞

いてみるとジクロロメタンを使用していたことや個人経

営でのばく露は補償がないなどの問題点が指摘されまし

た、また美容師さんで常時かゆみを訴えているケースな

ども紹介されました。

有機溶剤や顔料等にばく露した労働者が死亡
遺族と調査活動を開始しました

　これは三重県で発生した事案ですが、40 代の青年労

働者が様々な有機溶剤・顔料にばく露し体調を崩し、入

退院を繰り返していましたが、昨年 8月亡くなりました。

職場の仲間が酷い労働環境に耐えかねて労組を結成し職

場改善が進んでいた矢先のことです。当時の労組三役の

「亡くなったのは職場環境としか思えない」という声に

おされご遺族が労災申請にむけて歩みはじめました。8

月 17 日大学病院主治医への聞き取りに同行しました。


